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窓
口
で
の
申
告
相
談
及
び
申
告

書
の
受
付
は
次
の
よ
う
に
な
り
ま

す
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）。

◆
市
・
県
民
税
の
申
告
（
茂
原
市

役
所
の
み
受
付
）

　

１
月
以
降
～
２
月
15
日
㊎

　

２
階
市
民
税
課
窓
口

　

２
月
18
日
㊊
～
３
月
15
日
㊎

　

市
役
所
市
民
室
・
本
納
支
所

◆
所
得
税
の
申
告

　

２
月
18
日
㊊
～
３
月
15
日
㊎

　

茂
原
税
務
署
・
市
役
所
市
民
室
・

本
納
支
所

◆
受
付
時
間

①
市
役
所
市
民
室
、
本
納
支
所

　

８
時
30
分
～
17
時
（
土
・
日
曜

日
を
除
く
）

　

申
告
の
際
は
、
16
時
30
分
頃
ま

で
に
来
庁
す
る
よ
う
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。
混
雑
状
況
な
ど
に

よ
り
、
受
付
終
了
時
間
が
変
更
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
市
・
県

民
税
申
告
書
は
郵
送
で
の
受
付
も

で
き
ま
す
の
で
、
収
入
・
控
除
等

の
必
要
書
類
を
同
封
し
て
市
役
所

市
民
税
課
へ
お
送
り
く
だ
さ
い
。

②
茂
原
税
務
署（
確
定
申
告
の
み
）

　

９
時
～
17
時
（
土
・
日
曜
日
を

除
く
）

　

税
務
署
で
は
、
自
書
作
成
指
導

の
他
に
、
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
し
て

申
告
書
を
作
成
で
き
る
コ
ー
ナ
ー

を
設
置
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
税
務
署
で
は
、
所
得
税

申
告
書
を
郵
送
ま
た
は
時
間
外
収

受
箱
に
投
函
す
る
こ
と
に
よ
り
提

出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

※
雑
損
控
除
を
受
け
ら
れ
る
方
や

青
色
申
告
者
、
譲
渡
所
得
者
（
土

地
や
建
物
等
の
不
動
産
、
ゴ
ル
フ

会
員
権
や
株
式
等
の
資
産
を
お
売

り
に
な
っ
た
方
）
は
直
接
茂
原
税

務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

茂
原
税
務
署
で
は
、
平
成
25
年

１
月
４
日
㊎
か
ら
消
費
税
の
申
告

書
・
所
得
税
の
還
付
申
告
書
の
提

出
を
受
付
て
い
ま
す
（
土
・
日
及

び
祝
日
を
除
く
）。

　

ま
た
例
年
３
月
10
日
頃
を
過
ぎ

る
と
、窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま
す
。

申
告
は
早
め
に
正
し
く
済
ま
せ
ま

し
ょ
う
。

申
告
の
期
間
・
受
付
場
所

お
よ
び
受
付
時
間

国税庁のホームページで所得税の
確定申告書が作成 (検算 ) できます

http://www.nta.go.jp

　また、作成した申告情報を利用して電
子申告（e-Tax）することもできます。
　くわしくは e-Tax ホームページをご覧
ください。
　※電子申告の際は、電子証明書（有効
期限３年）が必要です。期限切れにご注
意ください。
　e-Tax を利用して所得税の申告をする
と下記の利点があります。

その１　最高 3,000 円の税額控除を受け
ることができます。

	 前年以前に同控除を受けていな
い方が対象で、申告期限内に申
告する必要があります。

その２　添付書類の提出又は提示を省略
できます。

	 医療費の領収書や源泉徴収票等
の記載内容を入力して送信する
ことで、書類の提出又は提示を
省略できます（確定申告期限か
ら５年間、書類の提出又は提示
を求められることがあります。）

その３　還付金を早く受け取ることがで
きます。

	 e-Tax で申告された還付申告は
書面申告と比べて早期処理して
います（３週間程度に短縮）。

　申告会場は混雑することがあります。所得税申告は電子申告（e-Tax）や郵
送（茂原税務署あて）での申告をお勧めいたします。国税庁のホームページで
所得税の確定申告書が簡単に作成できます。

申告会場開設期間　２月18日㊊～３月15日㊎（土・日曜日を除く）

申告は、早めに、正しく！

　

申
告
書
は
、
納
税
者
が
自
分
で

作
成
し
、
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ

と
を
原
則
と
し
て
い
ま
す
。
提
出

の
み
の
方
は
待
ち
時
間
な
し
で
優

先
的
に
受
付
い
た
し
ま
す
。

　

市
役
所
や
税
務
署
で
は
、
記
載

申
告
の
受
付
に

つ
い
て

市役所市民税課 茂原税務署
〒297-8511
茂原市道表１番地
☎（20）1577　5（20）1609

〒297-8501
茂原市高師台１丁目５番地１　茂原地方合同庁舎
☎（22）2166

※会場は市民室（左手前）です。入口は向かって右側です。


